
3議会だより 第 72 号

▶ 第 4 回定例会令和 5 年　第 4 回定例会 （初議会）
議長 ・ 副議長／常任委員会 ・ 議会運営委員会等の構成

■ 常任委員会
名　称 委員長 副委員長 委　員 所管部課

総　　務

（６名）
  長津　智之   真家　功

　荒川　一秀　 山崎　晴生

　戸田　大我　 鬼田　岳哉

   市長公室、 総務部、 財務部

   市民生活部、 議会事務局

   会計課、 監査委員事務局

文教福祉

（７名）
  石井　旭 島田　清一郎

　大槻　良明　 谷仲　和雄

　鈴木　俊一　 内田　和彦

　宮内　勇二

   保健衛生部、 福祉部

   文化スポーツ振興部、 教育委員会

産業建設

（6 名）
  村田　春樹   福島　ヤヨヒ

　市村　文男　 田村　昌男

　岩本　好夫　 香取　憲一

   産業経済部、 都市建設部

   農業委員会事務局、 水道局、 消防本部

■ 議会運営委員会
名　称 委員長 副委員長 委　員

議 会 運 営

（7 名）
荒川　一秀 石井　旭

　市村　文男　　田村　昌男　　村田　春樹　　長津　智之　　香取　憲一

　（委員外）　副議長　鈴木　俊一

■ 特別委員会
名　称 委員長 副委員長 委　員

広 報 香取　憲一 山崎　晴生
　鈴木　俊一　　長津　智之　　真家　功　　戸田　大我

　鬼田　岳哉

茨城空港アクセス道路
と 6 号 バ イ パ ス を 利
活 用 し た ま ち づ く り

鈴木　俊一 島田　清一郎
　荒川　一秀　　市村　文男　　大槻　良明　　福島　ヤヨヒ

　岩本　好夫　　村田　春樹　　長津　智之　　鬼田　岳哉

百 里 基 地 ・

茨 城 空 港 対 策
石井　旭 香取　憲一

　田村　昌男　　谷仲　和雄　　島田　清一郎　　真家　功

　山崎　晴生　　内田　和彦　　戸田　大我　　宮内　勇二

議 会 活 性 化 村田　春樹 真家　功
　谷仲　和雄　　鈴木　俊一　　香取　憲一　　山崎　晴生

　内田　和彦　　戸田　大我　　宮内　勇二　　鬼田　岳哉

■ 一部事務組合 ・ 広域連合
名　称 選出議員 加盟市町村 所　管

霞 台 厚 生 施 設 組 合
　荒川　一秀　　谷仲　和雄　　香取　憲一

　真家　功

  石岡市　かすみがうら市　小美玉市

　茨城町
ごみ処理

茨 城 地 方 広 域

環 境 事 務 組 合
　福島　ヤヨヒ　　内田　和彦　　宮内　勇二

  水戸市　笠間市　茨城町

  小美玉市 （美野里地区） 
し尿処理

湖 北 環 境 衛 生 組 合 　市村　文男　　村田　春樹　　鬼田　岳哉
  石岡市　かすみがうら市

  小美玉市 （小川 ・ 玉里地区）

湖 北 水 道 企 業 団
　石井　旭　　島田　清一郎　　長津　智之

　戸田　大我
  石岡市　小美玉市 （玉里地区） 水　　道

石 岡 地 方 斎 場 組 合
　田村　昌男　　大槻　良明　　岩本　好夫

　山崎　晴生
  石岡市　かすみがうら市　小美玉市 斎　　場

茨 城 県 後 期 高 齢 者

医 療 広 域 連 合
　長島　幸男   茨城県内市町村 医　　療

　改選後の初議会となる第 4 回定例会が 12 月 1 日に開会され、本会議の冒頭に正副議長の選挙が行われ、議長に長島幸男議員、

副議長に鈴木俊一議員が就任しました。

( 議長選挙結果 ： 投票総数 20 票のうち長島幸男議員 13 票 ・ 岩本好夫議員 5 票 ・ 福島ヤヨヒ議員 1 票 ・ 内田和彦議員 1 票 )

( 副議長選挙結果 ： 投票総数 20 票のうち鈴木俊一議員 14 票 ・ 谷仲和雄議員 4 票 ・ 福島ヤヨヒ議員 1 票 ・ 内田和彦議員 1 票 )

新たな構成委員をお知らせするとともに、 現時点の特別委員会および一部事務組合の構成についてもお知らせします。

（令和 6 年 1 月 25 日時点）



4   令和 5 年 12 月定例会

第４回定例会　審議結果等一覧（全25件）令和 5年

■条例 （8 件）

67
小美玉市農業集落排水事業債減債基金条例に

ついて

小美玉市農業集落排水事業を公営企業会計に移行する

ことに伴い、基金条例を制定するもの

産業

建設
可決

68
督促手数料廃止に伴う関係条例の整理に

関する条例について

督促手数料廃止に伴い、小美玉市税条例ほか関係条例

について、所要の改正を行うもの
総務 可決

69
地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例について

地方自治法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、

関係条例について、所要の改正を行うもの

産業

建設
可決

70
小美玉市農業集落排水事業特別会計の公営企業会計

移行に伴う関係条例の整備に関する条例について

小美玉市農業集落排水事業を公営企業会計に移行する

ことに伴い、関係条例の改正を行うもの

産業

建設
可決

71
小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例について

人事院の給与勧告に準じ、職員等の給与改定を実施する

ため、所要の改正を行うもの
総務 可決

72
小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例について

小美玉市地域再生拠点施設の休業日について、所要の

改正を行うもの

産業

建設
可決

73
小美玉市消防団員の定員、任免、給与、服務等に

関する条例の一部を改正する条例について

地域防災力強化を目的として、機能別消防団の発足と

消防団員の処遇を改善するため、所要の改正を行うもの

産業

建設
可決

84
小美玉市部等設置条例の一部を改正する条例に

ついて

小美玉市行政組織の一部機構改革に伴い、所要の改正

を行うもの
－ 可決

■補正予算 （8 件）

74 令和５年度小美玉市一般会計補正予算（第５号）
[補正額]　　　　 　5億9,710万2千円

[補正後額]　　　　 236億459万7千円
各委員会 可決

75
令和５年度小美玉市国民健康保険特別会計補正

予算 （第２号）

[補正額]　　　　　　　2,018万2千円

[補正後額]　　　　52億8,412万2千円

文教

福祉
可決

76
令和５年度小美玉市後期高齢者医療保険特別

会計補正予算 （第２号）

[補正額]　　　　　　　　 98万2千円

[補正後額]　　　　 6億9,395万8千円

文教

福祉
可決

77
令和５年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計

補正予算 （第２号）

[補正額]　　　　　　　2,933万7千円

[補正後額]　　　　 1億6,237万8千円

産業

建設
可決

78
令和５年度小美玉市介護保険特別会計補正予算

（第２号）

【保険事業】

[補正額]　    9,323万円　[補正後額]　43億458万4千円

【介護サービス】

[補正額]　      113万円　[補正後額]　  1,084万8千円

文教

福祉
可決

79
令和５年度小美玉市水道事業会計補正予算

（第２号）

【収益的収入及び支出】 

支出   ［補正額]            285万3千円

 　　  [補正後額]　　　  8億5,517万円

産業

建設
可決

80
令和５年度小美玉市下水道事業会計補正予算

（第２号）

【収益的収入及び支出】

収入 [補正額] 293万9千円　[補正後額]    11億8,869万円

支出 [補正額] 293万9千円　[補正後額] 11億5,079万1千円

産業

建設
可決

85 令和５年度小美玉市一般会計補正予算（第６号）
[補正額]　　　　 　6億7,009万4千円

[補正後額]　　　 242億7,469万1千円
－ 可決

　　審議結果

議案
番号

案　件　名 内　　容
付託

委員会
審議
結果

　 令和５年第４回定例会は、 12 月 1 日から 12 月 22 日の 22 日間の会期で開かれ、 全 25 件の議案を

審議し、 上程された全 25 議案は、 全会一致で可決されました。

審議結果の詳細は以下のとおりとなります。
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■その他 （4 件）

81 工事請負契約の締結について
美野里中学校体育館長寿命化改修工事の請負契約を締結する

ため、地方自治法及び市条例の規定に基づき提案するもの

文教

福祉
可決

82 財産の無償譲渡について
市設置型の戸別浄化槽を、使用者である個人に無償譲渡

するため、この案を提案するもの

産業

建設
可決

83 市道路線の認定について

開発による宅地分譲等に伴い造成された道路を市道幡谷

1096号線、幡谷1097号線、幡谷1098号線、幡谷1099号線

として認定するもの

産業

建設
可決

86 財産の無償譲渡について
市設置型の戸別浄化槽を、使用者である個人に無償譲渡

するため、提案するもの
－ 可決

　　審議結果

議案
番号

案　件　名 内　　容
付託

委員会
審議
結果

■発議 （4 件）

4 広報特別委員会の設置について
より親しみやすい議会広報発行のため特別委員会を

設置するもの
－ 可決

5
百里基地・茨城空港対策特別委員会の設置に

ついて

百里基地・茨城空港対策に係る諸課題を調査し、市民生活

の安定対策、茨城空港行政の円滑な推進を図るため関係機

関への要請、折衝を行うため特別委員会を設置するもの

－ 可決

6
茨城空港アクセス道路と6号バイパスを利活用

したまちづくり特別委員会の設置について

茨城空港アクセス道路と６号バイパスを基軸とした２路線

の周辺整備について、調査、研究を行うことにより、本市

のまちづくりの促進を図るため特別委員会を設置するもの

－ 可決

7 議会活性化特別委員会の設置について
議会改革の更なる推進及び活性化を図るため、調査・研究

を行うため特別委員会を設置するもの
－ 可決

■その他 （1 件）

87
監査委員の選任につき同意を求めることに

ついて

市議会議員の改選に伴い、議会議員のうちから選任する

監査委員について、島田清一郎氏を選任するため、議会

の同意を求めるもの

－ 同意

議
案
に
対
す
る
主
な
質
疑

　

●
議
案
第
83
号

【
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
】

・ 

個
人
が
経
営
す
る
施
設
（
グ
ラ
ン
ピ
ン

グ
）
の
中
の
道
路
を
、
な
ぜ
市
が
認
定

す
る
の
か
、
そ
の
理
由
の
詳
細
な
説
明

・ 

経
営
者
が
グ
ラ
ン
ピ
ン
グ
を
撤
退
し
、

新
た
な
事
業
を
行
う
時
、
道
路
を
市
で

直
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

開
発
行
為
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
「
都

市
計
画
法
に
よ
る
道
路
」
は
、
原
則
、
市

に
帰
属
さ
れ
、
市
が
管
理
す
る
こ
と
と
規

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
市
に
帰
属
さ

れ
た
当
該
道
路
に
つ
い
て
は
、
市
道
認
定

を
行
う
も
の
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
市
道
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

道
路
法
に
基
づ
き
市
で
管
理
す
る
こ
と
と

な
る
が
、
あ
く
ま
で
、
安
全
な
道
路
の
維

持
管
理
等
の
範
囲
と
な
る
。

　

仮
に
、
新
た
な
開
発
事
業
に
伴
い
、
市

道
を
直
す
必
要
性
が
発
生
し
た
場
合
に

は
、
原
則
、
原
因
者
で
あ
る
事
業
者
が
、

道
路
法
第
24
条
又
は
第
32
条
に
よ
る
申
請

に
基
づ
き
道
路
管
理
者
が
承
認
す
る
こ
と

に
よ
り
、
原
因
者
負
担
に
よ
る
再
整
備
等

を
実
施
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
事
業
者
が
市
道
又
は
道
路
付
属

物
を
破
損
さ
せ
た
場
合
な
ど
は
、
道
路
管

理
者
と
し
て
市
道
の
現
況
復
旧
を
指
示
又

は
指
導
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

●
議
案
第
74
号

【
令
和
５
年
度
小
美
玉
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
５
号
）】

　

災
害
復
旧
費
４
０
，
０
０
０
千
円
の
増

額
補
正
の
理
由
は
。

　

当
初
補
修
必
要
箇
所
２
５
２
か
所
、
復

旧
事
業
費
1
億
８
，
０
０
０
万
円
と
し
て

事
業
予
算
を
見
込
ん
で
い
た
が
、
経
過
確

認
に
よ
り
補
修
復
旧
箇
所
１
３
０
か
所
の

増
加
及
び
本
復
旧
に
よ
る
市
道
上
玉
里

０
５
５
２
号
線　

道
路
法
面
災
害
復
旧
工

事
「
上
玉
里
亀
塚
集
会
所
付
近
」、
市
道
田

木
谷
５
３
２
６
号
線
道
路
法
面
災
害
復
旧

工
事
「
国
道
３
５
５
号
線
田
木
谷
交
差
点

付
近
」
の
事
業
費
確
定
に
伴
い
事
業
費
の

不
足
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
補
正
に
よ

る
予
算
措
置
と
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て

は
今
年
度
内
で
完
了
を
予
定
で
あ
る
。

問

問

答

答

島
田
清
一
郎
議
員
が
監
査

委
員
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。


